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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】
 

種類 発行数 内容

普通株式 740,000株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株です。

 

(注) １　本有価証券届出書による当社の新規発行株式(以下「本株式」といいます。)に係る募集(以下「本第三者割

当」といいます。)については、2026年５月14日(以下「発行決議日」といいます。)開催の取締役会決議に

よります。

２　振替機関の名称及び住所

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号

 

２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

 

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 740,000株 131,720,000 65,860,000

一般募集 ― ― ―

計(総発行株式) 740,000株 131,720,000 65,860,000
 

(注) １　第三者割当の方法によります。

２　発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、本株式が、１株当たり発行決議日の直前取引日

(2026年５月13日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値(以下「東証終値」といいます。)である

178円で発行されたと仮定した場合の見込額です。当社は、発行決議日において、「2026年12月期第１四半

期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「本決算発表」といいます。)を公表しております。本決算発表に対

する株式市場の受け止め方いかんによっては、発行決議日以降の当社の株価に影響があり得ます。当社とし

ては、仮に本決算発表を踏まえた株価の上昇が生じる場合には、当該株価上昇を反映せずに本株式の発行条

件を決定することは、当該発行条件と本株式の発行時における実質的な価値との間に乖離を発生させ、既存

株主の利益を害するおそれがあることから、既存株主の利益にも配慮した公正な発行条件の決定という観点

及び恣意性を排除する観点から、株価の上昇を反映した上で本株式の発行条件を決定することがより適切で

あると考えております。そこで、当社は、2026年５月22日(以下「条件決定日」といいます。)を本株式に係

る最終的な条件を決定する日として、発行決議日の直前取引日(2026年５月13日)の東証終値である178円と

条件決定日の直前取引日(2026年５月21日)の東証終値のいずれか高い方の金額を１株当たりの発行価額とし

ます。したがって、実際の発行価額の総額は、条件決定日に決定されます。

３　資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額の総額であり、会社計算規則第14条第１項の規定に従

い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし(計算の結果１円未満の端数が生じる場合はその端

数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本

準備金の額とします。なお、資本組入額の総額は、上記２と同様の仮定に基づく見込額です。
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(2) 【募集の条件】

 

発行価格
(円)

資本組入額
(円)

申込株数単位 申込期間
申込証拠金
(円)

払込期日

178 89 100株
2026年６月１日から
2026年６月12日まで

― 2026年６月25日
 

(注) １　第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２　発行価格は、会社法上の払込金額であり、本株式が、１株当たり発行決議日の直前取引日(2026年５月13日)

の東証終値である178円で発行されたと仮定した場合の見込額です。実際の発行価格は、発行決議日の直前

取引日(2026年５月13日)の東証終値である178円と条件決定日の直前取引日(2026年５月21日)の東証終値の

いずれか高い方の金額とします。

３　資本組入額は、会社法上の増加する資本金の額であり、上記２と同様の仮定に基づく見込額です。

４　申込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日

に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

５　上記株式を割当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。

 

(3) 【申込取扱場所】

 

店名 所在地

サンデン株式会社　東京本社
東京都台東区東上野２丁目１－11　サンフィールドビ
ル７F

 

 

(4) 【払込取扱場所】

 

店名 所在地

株式会社三井住友銀行　本店営業部 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
 

 

３ 【株式の引受け】

該当事項はありません。

 

４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

131,720,000 10,000,000 121,720,000
 

(注) １　払込金額の総額は、本株式が１株当たり発行決議日の直前取引日(2026年５月13日)の東証終値である178円

で発行されたと仮定した場合の見込額です。実際の払込金額の総額は、条件決定日に決定されます。

２　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

３　発行諸費用の概算額は、登録免許税相当額、弁護士費用及びその他事務費用の合計額です。

 

(2) 【手取金の使途】

本第三者割当は、割当予定先である当社の業務執行を担う取締役、執行役員及び当社幹部職員に対して、当社及

び当社子会社（以下「当社グループ」と総称します。）の業績達成及び企業価値の向上への意欲及び士気を向上さ

せるインセンティブを付与することを目的とするものであり、資金調達を目的としておりません。上記差引手取概

算額121,720,000円については、運転資金に充当する予定です。調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管

理する計画です。

当該手取金の使途は、中長期的な企業価値の向上、ひいては株主利益の向上に資するものであり、十分な合理性

があるものと判断しております。
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第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。

 
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

１ 【割当予定先の状況】

ａ　割当予定先の概要、提出者と割当予定先との間の関係

 

氏名 住所 職業の内容

提出者と割当予定先と間の関係

割り当てよ
うとする株
式の数(株)

出資関係
(2025年12月
末時点の
当社株式
の保有数)
(株)

人事関係 資金関係
技術又は
取引関係

徐　湛
群馬県
伊勢崎市

当社取締役  
代表取締役社
長執行役員

該当事項は
ありません。

該当事項は
ありません。

50,000

徐　文文
埼玉県
本庄市

当社執行役員  
副社長執行
役員

該当事項は
ありません。

該当事項は
ありません。

80,000

張　寧
群馬県
伊勢崎市

当社執行役員  執行役員
該当事項は
ありません。

該当事項は
ありません。

80,000

劉　宏挙
群馬県
伊勢崎市

当社執行役員  執行役員
該当事項は
ありません。

該当事項は
ありません。

80,000

李　溯江 東京都港区 当社執行役員  執行役員
該当事項は
ありません。

該当事項は
ありません。

110,000

Maria
Wünsch-
Guaraldi

ドイツ
ヘッセン州

海外子会社
取締役
当社執行役員

 執行役員
該当事項は
ありません。

該当事項は
ありません。

50,000

山崎　剛
ア メ リ カ
合衆国
テキサス州

海外子会社
取締役
当社従業員

 Region CEO
該当事項は
ありません。

該当事項は
ありません。

55,000

吉本　信二
埼玉県
上尾市

当社従業員  Region CEO
該当事項は
ありません。

該当事項は
ありません。

10,000

大月　孝宏
群馬県
佐波郡
玉村町

当社従業員  Region CEO
該当事項は
ありません。

該当事項は
ありません。

50,000

大淵　聡
群馬県
前橋市

当社従業員  
R&Dセンター
長

該当事項は
ありません。

該当事項は
ありません。

50,000

孫　霜傑
群馬県
伊勢崎市

当社従業員  SCM本部長
該当事項は
ありません。

該当事項は
ありません。

50,000

上原　新吾
群馬県
伊勢崎市

当社従業員 200 品質本部長
該当事項は
ありません。

該当事項は
ありません。

5,000

関口　裕志
群馬県
伊勢崎市

当社従業員 200
総務本部長
法務本部長

該当事項は
ありません。

該当事項は
ありません。

10,000

太田　俊行
群馬県
伊勢崎市

当社従業員  人事本部長
該当事項は
ありません。

該当事項は
ありません。

35,000

渡辺　征志
埼玉県
本庄市

当社従業員  ＩＴ本部長
該当事項は
ありません。

該当事項は
ありません。

25,000
 

(注)　「出資関係(2025年12月末時点の当社株式の保有数)(株)」は、2025年12月31日現在の株主名簿を基準としてお

ります。株式報酬制度に基づき付与されたポイントに対応する分の株式は、現在株式報酬信託において信託管

理人名義で保有されており、当該個人が現時点で直接保有する株式には含めておりません。
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ｂ　割当予定先の選定理由

当社は、2021年のADR(私的整理)手続き以降、事業構造改革の推進や収益基盤の強化に取り組み、着実に業績改善

を実現してまいりました。一方で、当社株価は依然として低位で推移しており、企業価値の回復・向上に向けた取

り組みをさらに強化する必要があります。また、コーポレートガバナンス・コードにおいて、取締役が株主と価値

を共有することが求められている中、当社役員の持株比率は十分とは言えず、中長期目線で経営にコミットするた

めの持株強化が課題となっております。

このような状況を踏まえ、当社は、取締役・執行役員等のコア経営人材の持株比率向上を目的として、2026年２

月13日に公表した「業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」及び「第三者割当による新株式

の発行に関するお知らせ」のとおり、取締役（社外取締役を除きます。）を対象とする業績連動型譲渡制限付株式

報酬制度を導入することを決定するとともに、当社取締役のうち執行役員である者に対する新株式の発行(以下「前

回第三者割当」といいます。)を実施することを決定いたしました。そして当社は、本日公表した「従業員等に対す

る業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社の取締役を兼務しない一定の執行

役員及び従業員を対象とする業績連動型譲渡制限付株式報酬制度（以下「本株式報酬制度」といいます。）を導入

することを決定しております。

その上で、前回第三者割当の割当先であった代表取締役社長執行役員である徐湛のほか、当社、執行役員及び当

社幹部職員（当社子会社の取締役を兼任する者を含みます。以下同じです。）に対する本第三者割当を実施するこ

とをあわせて決定いたしました。本株式報酬制度の対象者に対しては、自己資金による一定数の当社株式の保有を

前提として本株式報酬制度に基づく譲渡制限付株式を付与する予定であり、本第三者割当は、当社株式を取得する

機会を提供する施策として実施するものです。

これらの者は、当社グループの経営戦略の立案及び実行において中核的な役割を担い、当社及び当社グループ全

体の企業価値の向上に対して直接的な責任を負う立場にあります。

コーポレートガバナンス・コードにおいては、経営陣が自社株式を適切に保有し、株主との価値共有を通じて中

長期的な企業価値向上にコミットすることが推奨されております。当社としても、ガバナンスの高度化及び経営陣

と株主との一層の価値共有を図る観点から、この趣旨に沿った株式保有及び報酬の仕組みを早期に整備する必要が

あると判断いたしました。

本第三者割当により、当社及び当社グループの経営に重要な役割を果たす者が自己資金をもって当社株式を取得

することにより、株主の皆様と同じ立場で企業価値向上に向き合うインセンティブが強化されます。さらに、経営

上の重要な意思決定における当事者意識が高まり、持続的な成長戦略の実行に対する責任とコミットメントの明確

化につながるものと考えております。

加えて、当社は、本第三者割当により取得される株式と同等の株式を用いた本株式報酬制度の導入を決定してお

ります。

これにより、経営陣及び幹部職員の報酬を中長期的な企業価値の向上とより強く連動させ、短期的な成果にとど

まらない持続的な成長を志向した経営体制の構築を図るものであります。

以上の観点から、当社及び当社グループの企業価値向上に最も直接的かつ継続的な役割を果たす取締役、執行役

員、及び幹部職員を割当予定先として選定することが、当社及び株主の皆様の利益に資するものと判断いたしまし

た。

 

ｃ　割り当てようとする株式の数

合計740,000株

 

ｄ　株券等の保有方針

当社株式の長期保有による参画意識やモチベーションの向上が最大の狙いであり、割当予定先は当社株式を継続

して保有する方針であることを確認しておりますが、自己資金によって取得するため、一定期間のロックアップや

譲渡制限などの条件を設定しておりません。

当社は、割当予定先から、割当予定先が払込期日から２年以内に本第三者割当により発行される本株式の全部又

は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対して書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取

引所に報告すること、及び当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得してお

ります。
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ｅ　払込みに要する資金等の状況

当社は、本株式に係る払込金額の払込みに関し、各割当予定先に対して、払込みに要する財産の確保に支障がな

い旨を口頭により確認をしております。それぞれの割当予定先に対する割当株式数は、当社における各人の報酬、

給与や保有する当社株式数などの資産背景を確認のうえ決定しておりますので、本株式に係る払込金額の払込みに

要する資金は十分であると判断しております。

 

ｆ　割当予定先の実態

当社は、割当予定先である当社取締役、執行役員及び幹部職員の入社時に、反社会的勢力との関係がないことを

確認しております。また、当社は、本第三者割当の実施にあたって、改めて割当予定先が反社会的勢力と関係がな

いことについて書面による確認を行っており、当該調査から反社会的勢力と関係がないことを確認したことから、

当社は割当予定先が反社会的勢力ではないと判断しております。上記のとおり、当社は、割当予定先である当社取

締役、執行役員及び幹部職員について反社会的勢力とは一切関係がないことを確認しており、その旨の確認書を東

京証券取引所に提出しております。

 

２ 【株券等の譲渡制限】

該当事項はありません。

 

３ 【発行条件に関する事項】

ａ　払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方

上記「第１　募集要項　２　株式募集の方法及び条件　（１）募集の方法」(注)２に記載のとおり、今般の本第

三者割当の発表と同日に本決算発表を公表しており、本決算発表の公表を受けての当社株式の値動きを予測するこ

とは困難であるといえます。当社は、かかる公表に伴う株価への影響を織り込むため、本株式１株当たりの払込金

額を、発行決議日の直前取引日(2026年５月13日)の東証終値である178円と、条件決定日の直前取引日(2026年５月

21日)の東証終値のいずれか高い方とする予定です。このような払込金額の決定方法を採用し、払込金額の基準とな

る株価について、本日又は条件決定日までの一定期間ではなく、直前取引日における終値を採用することとしまし

たのは、直近の株価が現時点における当社の客観的企業価値を適正に反映していると判断したためです。当社は、

上記払込金額の決定方法につきましては、既存株主の利益に配慮した合理的な方法であり、また、払込金額を市場

株価と同額に決定する方法であるため、条件決定日において決定される本株式の払込金額は、割当予定先にとって

特に有利な価額に該当しないと考えております。なお、割当予定先のうち、当社取締役である徐湛は、本株式の割

当てについて特別利害関係人に該当することから、本第三者割当の議案に係る取締役会における審議及び決議には

参加しておりません。

また、当社監査役４名全員(うち２名が社外監査役)は、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、本株式の

発行が有利発行に該当しないという取締役会の判断は適法と言える範囲内である旨の意見を表明しております。

 

ｂ　発行数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方

本第三者割当における新規発行株式数は740,000株(議決権数7,400個)であり、2025年12月31日現在の当社発行済

株式総数111,693,313株(議決権総数1,115,015個)を分母とする希薄化率は0.66％(議決権ベースでの希薄化率は

0.66％)に相当します。また、本日の発行決議に先立つ６か月以内に発行された当社普通株式500,000株(議決権数

5,000個)に、本株式の発行数量を合算した総株式数は1,240,000株(議決権数12,400個)となり、これに係る希薄化率

は、2025年12月31日現在の当社発行済株式総数111,693,313株(議決権総数1,115,015個)を分母とした場合、1.11％

(議決権ベースの希薄化率は1.11％)に相当します。

しかしながら、本第三者割当は、中長期的な視点から今後の当社の企業価値、株主価値の向上に寄与するものと

見込まれることにも鑑み、今回の発行数量及びこれによる株式の希薄化の規模については特に過大とは考えておら

ず、目的達成のうえで合理的であると判断しております。
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４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。

 

５ 【第三者割当後の大株主の状況】
 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

総議決権数に
対する所有議
決権数の割合
(％)

割当後の
所有株式数
(株)

割当後の総議
決権数に対す
る所有議決権
数の割合(％)

海信日本オートモー
ティブエアコンシステ
ムズ合同会社

神奈川県川崎市幸区堀
川町66-2　興和川崎西
口ビル19F

81,627,000 73.21 81,627,000 72.40

BBH(LUX) FOR FIDELITY
FUNDS - PACIFIC
POOL(常任代理人株式会
社三菱ＵＦＪ銀行)

2A RUE ALBERT BORS
CHETTE LUXEMBOURG
L-1246

2,611,300 2.34 2,611,300 2.32

方　永義 東京都品川区 2,005,500 1.80 2,005,500 1.78

サンデン取引先持株会
群馬県伊勢崎市寿町20
番地

1,743,705 1.56 1,743,705 1.55

李　秀礼 東京都品川区 1,327,400 1.19 1,327,400 1.18

CACEIS BANK,
LUXEMBOURG BRANCH /
UCITS CLIENTS
ASSETS(常任代理人香港
上海銀行東京支店)

5 ALLEE SCHEFFER,
L-2520 LUXEMBOURG

893,500 0.80 893,500 0.79

INTERACTIVE BROKERS
LLC(常任代理人インタ
ラクティブ・ブロー
カーズ証券株式会社)

ONE PICKWICK PLAZA
GREENWICH,
CONNECTICUT 06830 USA

889,700 0.80 889,700 0.79

CLEARSTREAM BANKING
S.A.(常任代理人香港上
海銀行東京支店)

42, AVENUE JF
KENNEDY, L-1855
LUXEMBOURG

604,999 0.54 604,999 0.54

サンデン従業員持株会
群馬県伊勢崎市寿町20
番地

377,799 0.34 377,799 0.34

楽天証券株式会社共有
口

東京都港区南青山２丁
目６番21号

345,100 0.31 345,100 0.31

計 ― 92,426,003 82.89 92,426,003 81.98
 

(注) １　2025年12月31日現在の株主名簿を基準として記載をしております。

２　割合は小数点以下第３位を四捨五入して、表示しております。

３　割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式数に係る議決権の数を、2025年12月

31日現在の総議決権数(1,115,015個)に前回第三者割当により発行した新株式に係る総議決権数(5,000個)及

び本株式に係る総議決権数(7,400個)を加えた数で除した数値です。

 

６ 【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。

 

７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

８ 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。
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第４ 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。

 
第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 

第１ 【公開買付け又は株式交付の概要】

 

該当事項はありません。

 
第２ 【統合財務情報】

 

該当事項はありません。

 
第３ 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会

社との重要な契約)】

 

該当事項はありません。

 
第三部 【参照情報】

 

第１ 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

 

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第100期(自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)2026年３月27日関東財務局長に提出

 

２ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2026年５月14日)までに、金融商品取引法第24条の５第４項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2026年４月３日に関東

財務局長に提出

 

第２ 【参照書類の補完情報】

 

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提

出日以降本有価証券届出書提出日(2026年５月14日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。また、当

該有価証券報告書に記載した将来に関する記載事項については、本有価証券届出書提出日現在においても変更の必要は

ないものと判断しております。
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第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

 

サンデン株式会社　本店

(群馬県伊勢崎市寿町20番地)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

 

第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

第五部 【特別情報】

 

該当事項はありません。
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